
1 
 

福井工業高等専門学校第 II 期中期計画 
 
（序文） 
 ICT 技術の革新によって，社会はいま情報技術を中心に大きく転換し始めようとしている。

また，教育のグローバル化，教育機会均等化が進み，高等教育のこれまでのシステムが大

きく変化しようとしている。産業界からもこれまでの画一主義教育より，創造性の高い個

性を伸ばす教育が求められている。地域社会からも大きな期待を寄せられている。 

 福井工業高等専門学校では，これら社会の要請に応え，２１世紀を担う人材を育成する

ため，新しい教育・研究の理念とそれに伴う整備計画を策定したい。特に，学生の夢が実

現する学校、学生・社会から魅力ある学校，環境・社会・人に優しい学校を目指したい。 

これらの実現のために，本校の教育理念，教育方針，教育目標，養成すべき人材像による，

第 II 期中期計画（平成２１年度～平成２５年度）を次のように策定する。 

 
基本理念 
・創造性豊かな人材の育成 
・幅広い工学的素養，基礎能力及び応用能力の育成を目指す実践教育を行う 
・高度に情報化した国際社会に対応する教育を行う 
・環境を意識し，地域社会に根ざしたものづくり教育を行う 
・地域と連携した産官学共同研究の推進を図る 

 
教育方針 

1．技術者として必要かつ十分な基礎力と専門技術を修得させる 
2．個性を伸長し，独創的能力の開発に努力する 
3．教養の向上につとめ，良識ある国際人としての成長を期する 
4．健康の増進につとめ，肉体的精神的に強じんな耐久力を育成する 
5．規律ある日常生活に徹し，明朗，かっ達な資性のかん養を図る 

 
教育目標 

Ａ. 地球的視点の技術者倫理を意識した，ものづくり･環境づくり，システムデザイン能力 
 の育成 
Ｂ. 幅広い工学的素養，得意とする専門技術の基礎能力および応用能力の育成 
Ｃ. 豊かな創造力とデザインマインドを持ち，常に自己を啓発し，新しい課題･分野に挑戦 

する能力の育成 
Ｄ. 高度に情報化した国際社会で必要なコミュニケーション基礎能力とプレゼンテーショ 

ン能力の育成 
Ｅ. 体験に基づいて問題を発見し，解決策を企画・実行する実践的能力および論理的思考 

能力の総合的な育成 
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養成する人材像 
 地球的視点の倫理観を持ち，「ものづくり」と「環境づくり」に関する能力と，多様な「シ

ステム」を理解し創造的に「デザイン」する能力を身に付けた，国際社会で活躍する実践的

技術者を育成する。 
 

１．教育充実の具体的方策 
（１） 教育内容・方法などの充実 

① 地域の産業界との幅広い連携の促進 
・ 地域の産業界と連携し，カリキュラム開発，教材開発，企業への教員派遣，企業から

の教員派遣，共同研究を通じた企業への学生派遣を行う。 
・ インターンシップの一層の推進を図り，学生が企業の生産・開発現場で，研究課題と

課題意識を持ち，学校で学んだ知識を活かして，現場での問題解決と解決できる能力を

培う。具体的には，本科４年生のインターンシップの充実と，専攻科１年生のインター

ンシップのさらなる充実を図る。 
さらに，国立高等専門学校機構による海外学生インターンシップに積極的に参加す

る。 
② 一般教育の充実 

・ 変動する現代社会への対応が求められる技術者に必要な専門的知識の基礎をなす思

考力，表現力，洞察力，創造力などを身につけるために基礎教育の充実を図る。 
・ 国際社会で活躍できる技術者を育成するために，コミュニケーション能力の向上を

目指す教育の充実を図る。その対策のひとつとして，各種検定試験などの受験の奨励

や支援に務める。 
・ 以上のように，一般科目においては，本校の教育理念に相応しい効果的な教育内容・

方法となるよう，知育・徳育・体育のバランスを考慮しつつ，より一層の教育の充実

を図る。 
③ 専門教育の充実 

・ 機械工学科 
   創成科目や実技系科目など学生の創造性を引き出す科目を重視しつつ，ものづくり

のセンスと実践力を涵養させる。さらに，機械のエンジニアとしての基礎能力を養う

ために，これまでの教育内容を継続し，さらなる充実を図る。 
 
・ 電気電子工学科 

「通信・エレクトロニクス」，「情報・制御」，「光・電子デバイス」，「エネルギー」 
分野を学び，今後の社会要請に対応できる基礎力と応用力を持つ電気電子工学分野

の人材育成を目指す。また，体験型のものつくり実験・演習への積極的な取り組み

を行い，問題解決能力と創造性ある人材育成を目指す。低学年では電気電子工学関
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連の基礎知識習得と現象理解に重点的に取り組み，高学年では専門知識の深耕を行

う。 
 

・ 電子情報工学科 
  ＩＣＴ分野，電子技術分野に興味を持ち，世の中にＩＣＴに関わる新しいサービ

スやシステムを創造できる人材の育成を目指す。ＩＣＴ分野のエンジニアとしての

基礎能力を養うために，これまでの教育内容を継続しつつ，ソフトウェア系科目並

びにネットワーク系科目の充実を図る。 
 

・ 物質工学科 
受け入れ側の情勢変化に応じ社会が求める人材を育成するために，必要な施策を講

じる。具体的には，基礎学力および応用力を着実なものとし，多様な状況に対応する

ための意思疎通・表現能力のさらなる涵養と，国際化を視野に入れた英語能力の向上

等を目指して，カリキュラムの改善に取り組む。また，情報リテラシーは欠くことの

出来ない基礎的素養になりつつあるので，この点でも教育・実習の中での充実を図り

たい。 
 

・ 環境都市工学科 
学生が自分の将来を見据えて学習できるように，土木・建築系技術者に関するキ

ャリアパスを提示し，専門課程の学習に対して興味を湧くような工夫を図る。その

１つの方法として，積極的に卒業生から意見を聞き，社会あるいは産業界からの要

望を授業内容に取り入れていくことを考える。一級建築士試験受験資格を取り込ん

だカリキュラムとしたことから，卒業生が出るまではカリキュラム自体の変更は難

しい。そのため，個々の授業内容を土木・建築に関するコアの部分が抽出・精査さ

れた内容や，社会が求めているエンジニアリングデザイン能力が身につくような内

容となるように充実させる。 
 

・ 専攻科 
本科からの継続した研究指導体制を強化し，専門領域を深化させるのみならず，専

攻の枠組みをも越えた融合複合的な工学技術教育の展開を図る．また，各種学会主催

の講演会・技術交流会や長期インターンシップへの積極的参加を促すとともに，専攻

科生と企業との共同研究を促進し，技術ニーズや求められる技術者像を明確に認識で

きる機会の増加を図る．さらに既設の海外派遣制度を充実させ，海外企業技術者や大

学研究者等との交流・相互理解を通して国際化に対応できる能力を涵養する． 
 

④ 自学自習による教育効果を考慮した教育の充実 
平成 17 年の高等専門学校設置基準の改正により，60 単位を上限として大学と同様に
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４５時間の学修内容をもって 1 単位とすることができるようになった。今後とも，こ

の制度を活用して，授業形態・指導方法の多様性や優れた技術者を育成する上で有効な

自学自習による教育効果を活かした特色ある教育課程の編成を進める。 
⑤ 退職技術者を含む企業人材等の活用 

技術を持った意欲ある企業人材の活用を積極的に進め，講座講師などとして活用し，

ものづくり技術の伝承を進める。 
⑥ 他高等専門学校・大学との人材交流 

他の高等専門学校教員，技術科学大学教員との人事交流により，教育研究活動の活

性化と連携を深めると共に，教育の質の向上に努める。 
⑦ キャリア教育の実施 

高等専門学校はこれまでも実験・実習など体験重視型教育を行ってきたが，産業界

や社会のニーズに応えて，キャリア教育の実施や実践的な人材育成の教育課程の編成を

図る。 
また，平成１９年度採択の現代ＧＰによって，３年間にわたり，アントレプレナー

サポートセンターを用いた，全学的な実践的キャリア教育を進めている。この補助事業

を最大限に活用して，本校のキャリア教育を具体的に進める。たとえば，定期的なセミ

ナーの開催，アドバイザーによる学生支援，コーディネーターによるキャリア教育の取

組，OJT 教育の導入などを進める。 
⑧ e-ラーニング教育，PBL 教育，コーオプ教育の実施 
・ インターネットなどを活用した e-ラーニングの取組を充実させる。 
・ 本校では低学年における早期専門教育として PBL 型授業である「ものづくり科学」

を導入しているが，今後も手厚い教員層による PBL 教育を展開する。 
・ 産業界や他の高等教育機関との有機的な連携による共同教育（コーオプ教育（co-op

教育））の実施を検討する。 
⑨ 工学基礎コースの改善 

工学基礎コースは設置以来数年が経過した。今後，工学基礎コースの長所や問題点

を点検しながら，コースの改善を図る。 
⑩ スポーツなどの全国的な競技会やロボットコンテスト，プログラミングコンテストなど

の全国的なコンテストに積極的に参加する。 
 
（２）教育研究の実施 

教職員による教育研究は，地域などへの協力のみならず，教育の質の向上にも重要で

ある。今後とも，企業等産業界や地域社会との連携により，共同研究及び受託研究の進

展を図る。また，科学研究費補助金をはじめとする外部資金の獲得に努める。教育研究

を活性化するため，校長裁量経費の配分，学内競争的資金の実施，予算配分のプライオ

リティ付け等を行う。 
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（３）質の高い入学者の確保 
① さらなる教育の充実により社会で活躍できる高度な技術者を育成し，本校の知名度をさ

らに高めることにより本校の教育に適正な入学志願者数の維持を図る。特に女子学生の志

願者確保に向けた取り組みを推進する。 
② 小・中学生やその保護者への広報活動，理科教育支援を行う。高等専門学校教育の質

を維持・向上していくため，今後とも，意欲を持った質の高い入学者を確保する。 
そのために，小中学校の段階で理科・数学やものづくりの関心を高め，サイエンスに

対する好奇心を持たせ，面白さ，楽しさの中に，科学的なものの見方を身につける楽し

さがあることを体験させる。そのため，小中学生を対象とした理科実験教室などを出前

授業・公開講座などで開催する。 
③ オープンキャンパスを実施し，小中学生や，保護者を含めた広報活動に力を入れて     

取り組んでいく。 
④ 高等学校卒業生の４年次への編入学をさらに進めていく。高等専門学校は 5 年間の一

貫教育が特徴であるが，質の高い編入学生の確保と高等学校卒業生に多様な進路選択を

提供するために制度の充実を図る。 
⑤ 中学校，高等学校への広報活動を更に充実させるとともに，ホームページを充実させ，

学生関係情報（学生生活状況・卒業時の進路等）について，積極的に情報を公開する。 
⑥ 社会で活躍中の本校卒業生を紹介するパンフレットを作成し，中学生・保護者・中学

校関係者に本校への一層の理解を図る。 
 
（４）教育基盤の強化 

① 教員の確保 
今後とも意欲と教育に対する情熱にあふれた優れた教員の確保を行っていく。さらに，

実践的な専門教育を行っていくために企業などでの実務経験のある教員も積極的に採用

する。 
また，男女共同参画社会の実現と女子学生確保の立場から，女性教員の採用促進が国

立高専機構の人事方針として示されている。本校においても女性教員の比率向上を図る

ため，働きやすい職場環境の整備などに努め，更なる採用に向けて努力する。特に女子

学生が多く在学する学科での採用が望まれる。 

文部科学省の制度や外部資金を活用して，教員に長期短期の国内外の大学における研

修の機会を設けるとともに教員の国際学会への参加を促進する。 

② ファカルティディベロップメント(FD)の実施 
教員の能力向上を行うため，ファカルティディベロップメント(FD)の組織的な実施

を図る。 
  ③ 教員の力量を高めるため，高等専門学校間の教員人事交流制度を活用するほか，高等 

学校，大学，企業などとの任期を付した人事交流を図る。 
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（５）産業界や地域社会との連携 
① 本校が有する知的資源によって，積極的に社会の発展に貢献する。このため，地域産

業界などとの共同研究や，公開講座，出前授業にさらに積極的に取り組む。 
② 地域ニーズを十分踏まえた教育研究活動を展開していくため，地域連携の強化を図る。

具体的には地域連携テクノセンターの機能を充実させるとともに，同センターに地域連

携強化のためのスペースの確保，新たなニーズの調査とその対応などを図る。 
③ 地域と連携して開催しているマグネットコンテスト，めがねワク waku コンテストな

どのさらなる展開を図る。 
④ 高等専門学校の設備やノウハウを利用して取り組んでいる中小企業庁「高等専門学校

等を活用した中小企業人材育成事業」は平成２０年度が最終年であるが，今後とも自立

講座などとして支援を行う。 
 

（６）国際的な展開 
産業・経済や技術が国際的な広がりを強め，これに伴い技術者も国境を越えて活躍し

ている現状から，国際的に活躍できる能力を持った人材の養成のための教育が求められ

ている。このため，本校では平成１８年にオーストラリア，バララット大学と提携して

交換留学を始めたが，今後も同大学との連携を深める。また，他の外国大学との提携を

図るほか，学生の国際学会などでの発表を支援する。さらに，外国大学などとのインタ

ーンシップ，コーオプ教育などの実施を検討する。 
また，留学生の積極的な受け入れを図る。そのための宿舎の整備，学習・生活サポー

トを引き続き行っていく。 
 

（７）学生支援 
  ① 学生に対してきめ細やかな対応をするため担任制度を継続するとともに，学生相談室 

を充実して，学生のメンタルヘルス管理を十分に行う。 
  ② 学寮運営に対する寮生・教職員の協力体制の充実を図り，メンタルヘルスを含めた寮 

生の学習・生活の支援にあたる。 
  ③ 学生の適性や希望に応じた進路選択を支援するため，企業情報，就職・進学情報など 

の提供体制や専門家による相談体制を充実させる。 
  ④ 学生のボランティア活動などの社会奉仕体験活動や自然体験活動などの支援を行い， 

学生の人間的成長を図る。 
  ⑤ 独立行政法人日本学生支援機構などと緊密に連携し，各学校における各種奨学金制度 

などの学生支援に係る情報を提供する。 
⑥ 図書館の充実や学寮の改修などの計画的な整備を図る。さらに、学生寮の室数の増加 

と女子学生寮の整備を図る。 
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（８）多様な学生への支援 
第４学年に編入する学生や，専攻科に入学する社会人入学生，留学生などは高専生活

に不慣れである場合が多い。これらの多様な学生については，学力と生活の両面でサポ

ートを行って行く。 
 

（９）学校の高度化再編・整備 
   地域ニーズに対応した教育研究活動を強化し，教育の質の一層の向上を図っていくに

は，今後の社会の高等専門学校に対するニーズ，地域における１５歳人口の動向や地域

の産業特性などを十分に考慮する必要がある。また，今後 5 年間には，社会経済のあら

ゆる場面に情報通信技術(ICT)分野を中核とし技術が広がり，理工系分野においては環

境・情報・バイオなどを中心とする融合・複合分野が重要となってくると考えられる。

これらのことを考慮して，学校内における学科の再編を視野に入れて検討に努める。 
平成１８年８月に国立高等専門学校機構より出された「国立高等専門学校の再編整備 

について」を踏まえて，本校では今後の本科・専攻科の学科再編について協議した。そ

の結果，平成１９年１０月協議会において，今後の在るべき本校の学科構成として，現

在の５つの学科は，現在の専攻科制度や現在の本校の教育理念から，「ものづくり」，「環

境づくり」の二つが大きな系にまとめられ，さらに，（１）機能創成，（２）情報，（３）

エネルギー，及び，（４）環境（材料，生命），（５）安全工学の５つに細分することを今

後検討することとした。今後，これらを踏まえつつ，引き続き検討を図る。 

 
２．事務部門の強化と効率化 

学校の運営に当たっては，教員だけでなく，事務部門の強化も必要である。事務部門職

員に対する SD などによる事務職員の育成と技術スタッフの充実を図る。また，独立行政

法人国立高等専門学校機構のスケールメリットを活かした事務の効率化をさらに進める。 
 

３．施設・設備の更新及び高度化 
（１）実践的・創造的技術者を育成するために，施設・設備の整備を行い，基盤的設備の整備

のみならず，先端的な設備の充実を図る。 
（２）平成２０年度からの校舎改修により４０年以上経過した施設の改修を行っているが，そ

の他の２５年以上経過した施設の改修・整備を図る。 
 

４．外部評価の受審 
有識者などによる外部評価を毎年実施する。さらに，日本技術者教育機構(JABEE)への受審を

行い，工学教育に適合した高等教育機関であることを社会に示すと同時に，受審の準備を行う

ことにより，学校全体の教育研究体制の点検を行い，教育研究の質の維持向上を図る。また，

次期における，高等専門学校機関別認証評価受審に向けて準備を行う。 
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                        第２期中期計画 対照表 

 
独立行政法人国立高等専門学校機構 福井工業高等専門学校案 

（序文） 

独立行政法人通則法（平成11 年法律第103 号）第30 条の規定によ

り，独立行政法人国立高等専門学校機構（以下「機構」という。）が

中期目標を達成するための中期計画（以下「中期計画」という。）を

次のとおり定める。 

（基本方針） 

国立高等専門学校は，中学校卒業後の早い段階から，実験・実習・

実技等の体験的な学習を重視したきめ細やかな教育指導を行うこと

により，産業界に実践的技術者を継続的に送り出してきており，また，

近年ではより高度な知識技術を修得するために４割を超える卒業生

が進学している。 

さらに，これまで蓄積してきた知的資産や技術的成果をもとに，生

産現場における技術相談や共同研究など地域や産業界との連携への

期待も高まっている。 

このように国立高等専門学校にさまざまな役割が期待される中，高

等学校や大学とは異なる高等専門学校の本来の魅力を一層高めてい

かなければならない。また，産業構造の変化等を踏まえ，創造力に富

み，人間性豊かな技術者の育成という視点に立って，国立高等専門学

校における教育の内容も不断に見直す必要がある。 

こうした認識のもと，大学とは異なる高等教育機関としての国立高

等専門学校固有の機能を充実強化することを基本方針とし，中期目標

を達成するための中期計画を以下のとおりとする。 

（序文） 
 ICT 技術の革新によって，社会はいま情報技術を中心に大きく転

換し始めようとしている。また，教育のグローバル化，教育機会

均等化が進み，高等教育のこれまでのシステムが大きく変化しよ

うとしている。産業界からもこれまでの画一主義教育より，創造

性の高い個性を伸ばす教育が求められている。地域社会からも大

きな期待を寄せられている。 

 福井工業高等専門学校では，これら社会の要請に応え，２１世

紀を担う人材を育成するため，新しい教育・研究の理念とそれに

伴う整備計画を策定したい。特に，学生の夢が実現する学校、学

生・社会から魅力ある学校，環境・社会・人に優しい学校を目指

したい。 

これらの実現のために，本校の教育理念，教育方針，教育目標，養

成すべき人材像による，第 II 期中期計画（平成２１年度～平成２５

年度）を次のように策定する。 

 
基本理念 
・創造性豊かな人材の育成 
・幅広い工学的素養，基礎能力及び応用能力の育成を目指す実践教育

を行う 
・高度に情報化した国際社会に対応する教育を行う 
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Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置 

 

高等専門学校設置基準により必要とされる最低限の教員の給与費

相当額及び各年度特別に措置しなければならない経費を除き，運営費

交付金を充当して行う業務については，中期目標の期間中，毎事業年

度につき一般管理費（人件費相当額を除く。）については３％，その

他は１％の業務の効率化を図る。 
 55 の国立高等専門学校が１つの法人にまとめられたスケールメ

リットを生かし，戦略的かつ計画的な資源配分を行う。 
契約に当たっては，原則として一般競争入札等によるものとし，企

画競争や公募を行う場合においても競争性，透明性の確保を図る。 
平成 19 年度に策定した随意契約見直し計画の実施状況を含む入札

及び契約の適正な実施については，監事による監査を受けるととも

に，財務諸表等に関する監査の中で会計監査人によるチェックを要請

する。また，随意契約見直し計画の取組状況をホームページにより公

表する。 
 

Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する

目標を達成するために取るべき措置 
 
１ 教育に関する事項 
 機構の設置する各国立高等専門学校において，別表に掲げる学科を

設け，所定の収容定員の学生を対象として，高等学校や大学の教育課

程とは異なり中学校卒業後の早い段階から実験・実習・実技等の体験

的な学習を重視した教育を行い，製造業を始めとする様々な分野にお

・環境を意識し，地域社会に根ざしたものづくり教育を行う 
・地域と連携した産官学共同研究の推進を図る 

 
教育方針 
1．技術者として必要かつ十分な基礎力と専門技術を修得させる 
2．個性を伸長し，独創的能力の開発に努力する 
3．教養の向上につとめ，良識ある国際人としての成長を期する 
4．健康の増進につとめ，肉体的精神的に強じんな耐久力を育成する 
5．規律ある日常生活に徹し，明朗，かっ達な資性のかん養を図る 

 
教育目標 
Ａ．地球的視点の技術者倫理を意識した，ものづくり･環境づくり，

システムデザイン能力の育成 
Ｂ. 幅広い工学的素養，得意とする専門技術の基礎能力および応用能

力の育成 
Ｃ. 豊かな創造力とデザインマインドを持ち，常に自己を啓発し，新

しい課題･分野に挑戦する能力の育成 
Ｄ. 高度に情報化した国際社会で必要なコミュニケーション基礎能

力とプレゼンテーション能力の育成 
Ｅ. 体験に基づいて問題を発見し，解決策を企画・実行する実践的能

力および論理的思考能力の総合的な育成 
 

養成する人材像 
地球的視点の倫理観を持ち，「ものづくり」と「環境づくり」に関

する能力と，多様な「システム」を理解し創造的に「デザイン」する

能力を身に付けた，国際社会で活躍する実践的技術者を育成する。 
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いて創造力ある技術者として将来活躍するための基礎となる知識と

技術，さらには生涯にわたって学ぶ力を確実に身に付けさせるため，

以下の観点に基づき各学校の教育実施体制を整備する。 
 
（１）入学者の確保 
① 中学校長や中学校 PTA などの全国的な組織との関係を緊密にす

るとともに，進学情報誌を始めマスコミを通した積極的な広報を行

う。 
② 中学生が国立高等専門学校の学習内容を体験できるような入学説

明会，体験入学，オープンキャンパス等を充実させ，特に女子学生の

志願者確保に向けた取り組みを推進する。 
③ 中学生やその保護者を対象とする各学校が共通的に活用できる広

報資料を作成する。 
④ ものづくりに関心と適性を有する者など国立高等専門学校の教育

にふさわしい人材を的確に選抜できるように入試方法の見直しを行

う。 
⑤ 入学者の学力水準の維持に努めるとともに，中期目標の最終年度

においても全体として 18,500 人以上の入学志願者を維持する。 
 
（２）教育課程の編成等 

① 産業構造の変化や技術の高度化などの時代の進展に即応した対応

が求められる中，各高等専門学校がそれぞれの地域性や特色，立地条

件等に応じ，個性ある多様な発展を目指し，自主的・自律的な改革を

進める。このため，学科構成を見直し，地域の要請に即応した新分野

の学科の設置や改組・再編・整備を適切に進めるとともに，地域や各

高等専門学校の実情に応じ専攻科の整備・充実を行う。また，中央教

 
１．教育充実の具体的方策 
（１） 教育内容・方法などの充実 
① 地域の産業界との幅広い連携の促進 
・ 地域の産業界と連携し，カリキュラム開発，教材開発，企業への

教員派遣，企業からの教員派遣，共同研究を通じた企業への学生派遣

を行う。 
・ インターンシップの一層の推進を図り，学生が企業の生産・開発

現場で，研究課題と課題意識を持ち，学校で学んだ知識を活かして，

現場での問題解決と解決できる能力を培う。具体的には，本科４年生

のインターンシップの充実と，専攻科１年生のインターンシップのさ

らなる充実を図る。 
さらに，国立高等専門学校機構による海外学生インターンシップに

積極的に参加する。 
② 一般教育の充実 
・変動する現代社会への対応が求められる技術者に必要な専門的知識

の基礎をなす思考力，表現力，洞察力，創造力などを身につけるため

に基礎教育の充実を図る。 
・国際社会で活躍できる技術者を育成するために，コミュニケーショ

ン能力の向上を目指す教育の充実を図る。その対策のひとつとして，

各種検定試験などの受験の奨励や支援に務める。 
・以上のように，一般科目においては，本校の教育理念に相応しい効

果的な教育内容・方法となるよう，知育・徳育・体育のバランスを考

慮しつつ，より一層の教育の充実を図る。 
③ 専門教育の充実 
・ 機械工学科 
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育審議会答申の趣旨や入学志願者の動向，ニーズ等を踏まえ，高等専

門学校の配置の在り方について地域の要望に即した見直しを行うも

のとし，宮城，富山，香川及び熊本の４地区にある高等専門学校の統

合を着実に進める。さらに，必要な外部有識者や各学校の参画を得た

調査研究を行い，その成果を活用する。 

② 産業界における人材需要や学生のニーズの変化等に対応した学科

の大括り化やコース制の導入などについて検討を行う。 

③ 各分野において基幹的な科目について必要な知識と技術の修得状

況や英語力を把握し，教育課程の改善に役立てるために，学習到達度

試験を実施し，試験結果の分析を行うとともに公表する。また，英語

については，TOEIC などを積極的に活用し，技術者として必要とされ

る英語力を伸長させる。 

④ 卒業生を含めた学生による適切な授業評価・学校評価を実施し，

その結果を積極的に活用する。 

⑤ 公私立高等専門学校と協力して，スポーツなどの全国的な競技会

やロボットコンテストなどの全国的なコンテストを実施する。 

⑥ ボランティア活動などの社会奉仕体験活動や自然体験活動などの

様々な体験活動の実績を踏まえ，その実施を推進する。 

 

（３）優れた教員の確保 

① 多様な背景を持つ教員組織とするため，公募制の導入などにより，

教授及び准教授については，採用された学校以外の高等専門学校や大

学，高等学校，民間企業，研究機関などにおいて過去に勤務した経験

を持つ者，又は１年以上の長期にわたって海外で研究や経済協力に従

事した経験を持つ者が，全体として60％を下回らないようにする。 

② 教員の力量を高め，学校全体の教育力を向上させるために，採用

創成科目や実技系科目など学生の創造性を引き出す科目を重視し

つつ，ものづくりのセンスと実践力を涵養させる。さらに，機械のエ

ンジニアとしての基礎能力を養うために，これまでの教育内容を継続

し，さらなる充実を図る。 
 

・ 電気電子工学科 
「通信・エレクトロニクス」，「情報・制御」，「光・電子デバイス」，

「エネルギー」分野を学び，今後の社会要請に対応できる基礎力と応

用力を持つ電気電子工学分野の人材育成を目指す。また，体験型のも

のつくり実験・演習への積極的な取り組みを行い，問題解決能力と創

造性ある人材育成を目指す。低学年では電気電子工学関連の基礎知識

習得と現象理解に重点的に取り組み，高学年では専門知識の深耕を行

う。 
 

・ 電子情報工学科 
ＩＣＴ分野，電子技術分野に興味を持ち，世の中にＩＣＴに関わる

新しいサービスやシステムを創造できる人材の育成を目指す。ＩＣＴ

分野のエンジニアとしての基礎能力を養うために，これまでの教育内

容を継続しつつ，ソフトウェア系科目並びにネットワーク系科目の充

実を図る。 
 

・ 物質工学科 
受け入れ側の情勢変化に応じ社会が求める人材を育成するために，

必要な施策を講じる。具体的には，基礎学力および応用力を着実なも

のとし，多様な状況に対応するための意思疎通・表現能力のさらなる

涵養と，国際化を視野に入れた英語能力の向上等を目指して，カリキ
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された学校以外の高等専門学校などに1 年以上の長期にわたって勤

務し，またもとの勤務校に戻ることのできる人事制度を活用するほ

か，高等学校，大学，企業などとの任期を付した人事交流を図る。 

③ 専門科目（理系の一般科目を含む。以下同じ。）については，博

士の学位を持つ者や技術士等の職業上の高度の資格を持つ者，理系以

外の一般科目については，修士以上の学位を持つ者や民間企業等にお

ける経験を通して高度な実務能力を持つ者など優れた教育力を有す

る者を採用する。 

この要件に合致する者を専門科目担当の教員については全体とし

て70％，理系以外の一般科目担当の教員については全体として80％を

下回らないようにする。 

④ 女性教員の比率向上を図るため，必要な制度や支援策について検

討を行い，働きやすい職場環境の整備に努める。 

⑤ 中期目標の期間中に，全ての教員が参加できるようにファカルテ

ィ・ディベロップメントなどの教員の能力向上を目的とした研修を実

施する。また，特に一般科目や生活指導などに関する研修のため，地

元教育委員会等と連携し，高等学校の教員を対象とする研修等に派遣

する。 

⑥ 教育活動や生活指導などにおいて顕著な功績が認められる教員や

教員グループを毎年度表彰する。 

⑦ 文部科学省の制度や外部資金を活用して，中期目標の期間中に，

300 名の教員に長期短期を問わず国内外の大学等で研究・研修する機

会を設けるとともに，教員の国際学会への参加を促進する。 

 

（４）教育の質の向上及び改善のためのシステム 

① 中期目標の期間中に，各学校の枠を越え，校長や教員の教育研究

ュラムの改善に取り組む。また，情報リテラシーは欠くことの出来な

い基礎的素養になりつつあるので，この点でも教育・実習の中での充

実を図りたい。 
 

・ 環境都市工学科 
学生が自分の将来を見据えて学習できるように，土木・建築系技術

者に関するキャリアパスを提示し，専門課程の学習に対して興味を湧

くような工夫を図る。その１つの方法として，積極的に卒業生から意

見を聞き，社会あるいは産業界からの要望を授業内容に取り入れてい

くことを考える。一級建築士試験受験資格を取り込んだカリキュラム

としたことから，卒業生が出るまではカリキュラム自体の変更は難し

い。そのため，個々の授業内容を土木・建築に関するコアの部分が抽

出・精査された内容や，社会が求めているエンジニアリングデザイン

能力が身につくような内容となるように充実させる。 
 

・ 専攻科 
本科からの継続した研究指導体制を強化し，専門領域を深化させる

のみならず，専攻の枠組みをも越えた融合複合的な工学技術教育の展

開を図る．また，各種学会主催の講演会・技術交流会や長期インター

ンシップへの積極的参加を促すとともに，専攻科生と企業との共同研

究を促進し，技術ニーズや求められる技術者像を明確に認識できる機

会の増加を図る．さらに既設の海外派遣制度を充実させ，海外企業技

術者や大学研究者等との交流・相互理解を通して国際化に対応できる

能力を涵養する． 
 

④ 自学自習による教育効果を考慮した教育の充実 
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の経験や能力を活用した研究会や委員会などの組織において決定し

た5 つ以上の分野について，国立高等専門学校の特性を踏まえた教材

や教育方法の開発を推進する。 

② 実践的技術者養成の観点から，在学中の資格取得を推進するとと

もに，日本技術者教育認定機構（ＪＡＢＥＥ）によるプログラム認定

を通じて教育の質の向上を図る。 

③ 毎年度サマースクールや国内留学などの多様な方法で学校の枠を

超えた学生の交流活動を推進する。 

④ 各学校における特色ある教育方法の取組みを促進するため，優れ

た教育実践例をとりまとめ，総合データベースで共有するとともに，

毎年度まとめて公表する。 

⑤ 学校教育法第123 条において準用する第109 条第1 項に規定する

教育研究の状況についての自己点検・評価，及び同条第2 項に基づく

文部科学大臣の認証を受けた者による評価など多角的な評価への取

組みによって教育の質の保証がなされるように，評価結果及び改善の

取組例について総合データベースで共有する。 

⑥ 乗船実習が義務付けられている商船学科の学生を除き，中期目標

の期間中に，過半数の学生が卒業までにインターンシップに参加でき

るよう，産業界等との連携を組織的に推進するとともに，地域産業界

との連携によるカリキュラム・教材の開発など共同教育の推進に向け

た実施体制の整備を図る。 

⑦ 企業の退職技術者など，知識・技術をもった意欲ある企業人材を

活用した教育体制の構築を図る。 

⑧ 技術科学大学を始めとする理工系大学との間で定期的な協議の場

を設け，教員の研修，教育課程の改善，高等専門学校卒業生の継続教

育などの分野で，有機的な連携を推進する。 

平成 17 年の高等専門学校設置基準の改正により，60 単位を上限と

して大学と同様に４５時間の学修内容をもって 1 単位とすることが

できるようになった。今後とも，この制度を活用して，授業形態・指

導方法の多様性や優れた技術者を育成する上で有効な自学自習によ

る教育効果を活かした特色ある教育課程の編成を進める。 
⑤ 退職技術者を含む企業人材等の活用 

技術を持った意欲ある企業人材の活用を積極的に進め，講座講師な

どとして活用し，ものづくり技術の伝承を進める。 
⑥ 他高等専門学校・大学との人材交流 

他の高等専門学校教員，技術科学大学教員との人事交流により，教

育研究活動の活性化と連携を深めると共に，教育の質の向上に努め

る。 
⑦ キャリア教育の実施 

高等専門学校はこれまでも実験・実習など体験重視型教育を行って

きたが，産業界や社会のニーズに応えて，キャリア教育の実施や実践

的な人材育成の教育課程の編成を図る。 
また，平成１９年度採択の現代ＧＰによって，３年間にわたり，ア

ントレプレナーサポートセンターを用いた，全学的な実践的キャリア

教育を進めている。この補助事業を最大限に活用して，本校のキャリ

ア教育を具体的に進める。たとえば，定期的なセミナーの開催，アド

バイザーによる学生支援，コーディネーターによるキャリア教育の取

組，OJT 教育の導入などを進める。 
⑧ e-ラーニング教育，PBL 教育，コーオプ教育の実施 
・インターネットなどを活用した e-ラーニングの取組を充実させる。 
・ 本校では低学年における早期専門教育として PBL 型授業である

「ものづくり科学」を導入しているが，今後も手厚い教員層による
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⑨ インターネットなどを活用したｅ－ラーニングの取組みを充実さ

せる。 

 

（５）学生支援・生活支援等 

① 中学校卒業直後の学生を受け入れ，かつ，相当数の学生が寄宿舎

生活を送っている特性を踏まえ，中期目標の期間中に全ての教員が受

講できるように，メンタルヘルスを含めた学生支援・生活支援の充実

のための講習会を実施する。 

② 図書館の充実や寄宿舎の改修などの計画的な整備を図る。 

③ 独立行政法人日本学生支援機構などと緊密に連携し，各学校にお

ける各種奨学金制度など学生支援に係る情報の提供体制を充実させ

るとともに，産業界等の支援による奨学金制度創設に向けた検討を行

う。 

④ 学生の適性や希望に応じた進路選択を支援するため，企業情報，

就職・進学情報などの提供体制や専門家による相談体制を充実させ

る。 

 

（６）教育環境の整備・活用 

① 施設マネジメントの充実を図るとともに，施設・設備のきめ細や

かなメンテナンスを実施する。 

② 産業構造の変化や技術の進展に対応できる実験・実習や教育用の

設備の更新，実習工場などの施設の改修をはじめ，耐震性の確保，校

内の環境保全，ユニバーサルデザインの導入，寄宿舎の整備，環境に

配慮した施設の整備など安全で快適な教育環境の充実を計画的に推

進することとし，特に，施設の耐震化率の向上に積極的に取り組む。 

③ 中期目標の期間中に専門科目の指導に当たる全ての教員・技術職

PBL 教育を展開する。 
・ 産業界や他の高等教育機関との有機的な連携による共同教育（コ

ーオプ教育（co-op 教育））の実施を検討する。 
⑨ 工学基礎コースの改善 

工学基礎コースは設置以来数年が経過した。今後，工学基礎コース

の長所や問題点を点検しながら，コースの改善を図る。 

⑩ スポーツなどの全国的な競技会やロボットコンテスト，プログラ

ミングコンテストなどの全国的なコンテストに積極的に参加する。 
 
（２）教育研究の実施 

教職員による教育研究は，地域などへの協力のみならず，教育の質

の向上にも重要である。今後とも，企業等産業界や地域社会との連携

により，共同研究及び受託研究の進展を図る。また，科学研究費補助

金をはじめとする外部資金の獲得に努める。教育研究を活性化するた

め，校長裁量経費の配分，学内競争的資金の実施，予算配分のプライ

オリティ付け等を行う。 
 
（３）質の高い入学者の確保 
① さらなる教育の充実により社会で活躍できる高度な技術者を育

成し，本校の知名度をさらに高めることにより本校の教育に適正な入

学志願者数の維持を図る。特に女子学生の志願者確保に向けた取り組

みを推進する。 
② 小・中学生やその保護者への広報活動，理科教育支援を行う。高

等専門学校教育の質を維持・向上していくため，今後とも，意欲を持

った質の高い入学者を確保する。 
そのために，小中学校の段階で理科・数学やものづくりの関心を高
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員が受講できるように，安全管理のための講習会を実施する。 

 

２ 研究に関する事項 

① 学校間の共同研究を企画するとともに，研究成果等についての情

報交換会を開催する。また，科学研究費補助金等の外部資金獲得に向

けたガイダンスを開催する。 

② 国立高等専門学校の持つ知的資源を活用して，産業界や地方公共

団体との共同研究，受託研究への取り組みを促進するとともに，これ

らの成果を公表する。 

③ 技術科学大学と連携し，国立高等専門学校の研究成果を知的資産

化するための体制を整備し，全国的に展開する。 

 

３ 社会との連携，国際交流等に関する事項 

① 地域共同テクノセンターなどの施設や設備の充実を計画的に推進

する。 

② 教員の研究分野や共同研究・受託研究の成果などの情報を印刷物，

データベース，ホームページなど多様な媒体を用いて企業や地域社会

に分かりやすく伝えられるよう各学校の広報体制を充実する。 

③ 小・中学校に対する理科教育支援の機会を増大するとともに，取

組事例を総合データベースに蓄積・共有し活用する。 

④ 満足度調査において公開講座の参加者の７割以上から評価される

ように，地域の生涯学習機関として各学校における公開講座の充実を

支援する。 

⑤ 国立高等専門学校の卒業生の動向を把握するとともに，卒業者の

ネットワーク作りとその活用を図る。 

⑥ 安全面への十分な配慮を払いつつ，学生や教員の海外交流を促進

め，サイエンスに対する好奇心を持たせ，面白さ，楽しさの中に，科

学的なものの見方を身につける楽しさがあることを体験させる。その

ため，小中学生を対象とした理科実験教室などを出前授業・公開講座

などで開催する。 
③ オープンキャンパスを実施し，小中学生や，保護者を含めた広報

活動に力を入れて取り組んでいく。 
④ 高等学校卒業生の４年次への編入学をさらに進めていく。高等専

門学校は 5 年間の一貫教育が特徴であるが，質の高い編入学生の確保

と高等学校卒業生に多様な進路選択を提供するために制度の充実を

図る。 
⑤ 中学校，高等学校への広報活動を更に充実させるとともに，ホー

ムページを充実させ，学生関係情報（学生生活状況・卒業時の進路等）

について，積極的に情報を公開する。 
⑥ 社会で活躍中の本校卒業生を紹介するパンフレットを作成し，中

学生・保護者・中学校関係者に本校への一層の理解を図る。 
 
（４）教育基盤の強化 
① 教員の確保 

今後とも意欲と教育に対する情熱にあふれた優れた教員の確保を

行っていく。さらに，実践的な専門教育を行っていくために企業など

での実務経験のある教員も積極的に採用する。 
また，男女共同参画社会の実現と女子学生確保の立場から，女性教

員の採用促進が国立高専機構の人事方針として示されている。本校に

おいても女性教員の比率向上を図るため，働きやすい職場環境の整備

などに努め，更なる採用に向けて努力する。特に女子学生が多く在学

する学科での採用が望まれる。 
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するため海外の教育機関との国際交流やインターンシップを推進す

るとともに，ＪＩＣＡ（国際協力事業団）を通じた海外への技術協力

に取り組む。 

⑦ 留学生受入れ拡大に向けた環境整備及び受入れプログラムの企画

等を検討するとともに，留学生受入れ促進のための拠点として，留学

生交流促進センターを設置する。 

⑧ 留学生に対し，我が国の歴史・文化・社会に触れる研修旅行など

の機会を学校の枠を越えて毎年度提供する。 

 

４ 管理運営に関する事項 

① 機構としての迅速かつ責任ある意思決定を実現するとともに，そ

のスケールメリットを生かし，戦略的かつ計画的な資源配分を行う。 

② 管理運営の在り方について，校長など学校運営に責任ある者によ

る研究会を開催する。 

③ 法人としてのスケールメリットを生かし，事務の効率化・合理化

を図るため，共通システムの効率的な運用方法について検討を行うと

ともに，事務マニュアルの充実を図る。 

④ 事務職員や技術職員の能力の向上のため，必要な研修を計画的に

実施するとともに，必要に応じ文部科学省などが主催する研修や企

業・地方自治体などにおける異業種体験的な研修などに職員を参加さ

せる。 

⑤ 事務職員及び技術職員については，国立大学との間や高等専門学

校間などの積極的な人事交流を図る。 

 

５ その他 

「勧告の方向性を踏まえた見直し案」（平成19 年12 月14 日文部

文部科学省の制度や外部資金を活用して，教員に長期短期の国内外

の大学における研修の機会を設けるとともに教員の国際学会への参

加を促進する。 

② ファカルティディベロップメント(FD)の実施 
教員の能力向上を行うため，ファカルティディベロップメント

(FD)の組織的な実施を図る。 
③ 教員の力量を高めるため，高等専門学校間の教員人事交流制度を 
活用するほか，高等学校，大学，企業などとの任期を付した人事交流 

を図る。  
 
（５）産業界や地域社会との連携 
① 本校が有する知的資源によって，積極的に社会の発展に貢献す

る。このため，地域産業界などとの共同研究や，公開講座，出前授業

にさらに積極的に取り組む。 
② 地域ニーズを十分踏まえた教育研究活動を展開していくため，地

域連携の強化を図る。具体的には地域連携テクノセンターの機能を充

実させるとともに，同センターに地域連携強化のためのスペースの確

保，新たなニーズの調査とその対応などを図る。 
③ 地域と連携して開催しているマグネットコンテスト，めがねワク

waku コンテストなどのさらなる展開を図る。 
④ 高等専門学校の設備やノウハウを利用して取り組んでいる中小

企業庁「高等専門学校等を活用した中小企業人材育成事業」は平成２

０年度が最終年であるが，今後とも自立講座などとして支援を行う。 
 

（６）国際的な展開 
産業・経済や技術が国際的な広がりを強め，これに伴い技術者も国
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科学省），「整理合理化計画」（平成19 年12 月24 日閣議決定）及

び「中央教育審議会答申」（平成20 年12 月24 日）を踏まえ，平成

21 年10 月に既設の８つの高等専門学校を４つに統合するとともに，

新設される仙台高等専門学校，富山高等専門学校，香川高等専門学校，

熊本高等専門学校については，時代や地域の要請に即応した新しい機

能を備えた高等専門学校を目指すとの統合の趣旨に沿った業務運営

を行う。 

 

Ⅲ 予算（人件費の見積もりを含む。），収支計画及び資金計画 

１ 収益の確保，予算の効率的な執行，適切な財務内容の実現 

共同研究，受託研究，奨学寄附金，科学研究費補助金などの外部資金

の獲得に積極的に取り組み，自己収入の増加を図る。 

２ 予算 

別紙１ 

３ 収支計画 

別紙２ 

４ 資金計画 

別紙３ 

５ 予算等のうち常勤役職員に係る人件費 

平成22 年度の常勤役職員に係る人件費を平成17 年度（49,734 百

万円）に比べて5.0％以上削減する。ただし，平成18 年度以降の人事

院勧告を踏まえた給与改定を行った場合は，その改定分については，

削減対象から除く。なお，人件費の範囲は報酬（給与），賞与，その

他の手当であり，退職金，福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）

は含まない。 

さらに，国家公務員の改革を踏まえ，人件費改革を平成23 年度ま

境を越えて活躍している現状から，国際的に活躍できる能力を持った

人材の養成のための教育が求められている。このため，本校では平成

１８年にオーストラリア，バララット大学と提携して交換留学を始め

たが，今後も同大学との連携を深める。また，他の外国大学との提携

を図るほか，学生の国際学会などでの発表を支援する。さらに，外国

大学などとのインターンシップ，コーオプ教育などの実施を検討す

る。 
また，留学生の積極的な受け入れを図る。そのための宿舎の整備，

学習・生活サポートを引き続き行っていく。 
 

（７）学生支援 
① 学生に対してきめ細やかな対応をするため担任制度を継続する 
とともに，学生相談室を充実して，学生のメンタルヘルス管理を十分 
に行う。 
② 学寮運営に対する寮生・教職員の協力体制の充実を図り，メンタ 
ルヘルスを含めた寮生の学習・生活の支援にあたる。 
③ 学生の適性や希望に応じた進路選択を支援するため，企業情報， 
就職・進学情報などの提供体制や専門家による相談体制を充実させ 
る。 
④ 学生のボランティア活動などの社会奉仕体験活動や自然体験活 
動などの支援を行い，学生の人間的成長を図る。 
⑤ 独立行政法人日本学生支援機構などと緊密に連携し，各学校にお 
ける各種奨学金制度などの学生支援に係る情報を提供する。 
⑥ 図書館の充実や学寮の改修などの計画的な整備を図る。さらに、

学生寮の室数の増加と女子学生寮の整備を図る。 
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で継続する。 

また，国立高等専門学校機構の給与水準については，「独立行政法

人国立高等専門学校機構の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告

の方向性について」における指摘事項を踏まえた見直し案を踏まえ，

引き続き適正化に取り組む。 

 

Ⅳ 短期借入金の限度額 

１ 短期借入金の限度額 

168 億円 

２ 想定される理由 

運営費交付金の受入の遅延及び事故の発生等により緊急に必要と

なる対策費として借入することが想定される。 

 

Ⅴ 重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画計画の予定なし。 

 

Ⅵ 剰余金の使途 

決算において剰余金が発生した場合には，教育研究活動の充実，学

生の福利厚生の充実，産学連携の推進などの地域貢献の充実及び組織

運営の改善のために充てる。 

 

Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

１ 施設・設備に関する計画 

教育研究の推進や学生の福利厚生の改善のために必要な施設設備

の新設，改修，増設等を計画的に進める。 

２ 人事に関する計画 

（１）方針 

（８）多様な学生への支援 
第４学年に編入する学生や，専攻科に入学する社会人入学生，留学

生などは高専生活に不慣れである場合が多い。これらの多様な学生に

ついては，学力と生活の両面でサポートを行って行く。 
 

（９）学校の高度化再編・整備 
地域ニーズに対応した教育研究活動を強化し，教育の質の一層の向

上を図っていくには，今後の社会の高等専門学校に対するニーズ，地

域における１５歳人口の動向や地域の産業特性などを十分に考慮す

る必要がある。また，今後 5 年間には，社会経済のあらゆる場面に情

報通信技術(ICT)分野を中核とし技術が広がり，理工系分野において

は環境・情報・バイオなどを中心とする融合・複合分野が重要となっ

てくると考えられる。これらのことを考慮して，学校内における学科

の再編を視野に入れて検討に努める。 
平成１８年８月に国立高等専門学校機構より出された「国立高等専

門学校の再編整備について」を踏まえて，本校では今後の本科・専攻

科の学科再編について協議した。その結果，平成１９年１０月協議会

において，今後の在るべき本校の学科構成として，現在の５つの学科

は，現在の専攻科制度や現在の本校の教育理念から，「ものづくり」，

「環境づくり」の二つが大きな系にまとめられ，さらに，（１）機能

創成，（２）情報，（３）エネルギー ，及び，（４）環境（材料，生

命），（５）安全工学の５つに細分することを今後検討することとした。

今後，これらを踏まえつつ，引き続き検討を図る。 

 
２．事務部門の強化と効率化 

学校の運営に当たっては，教員だけでなく，事務部門の強化も必要
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教職員ともに積極的に人事交流を進め多様な人材の育成を図ると

ともに，各種研修を計画的に実施し資質の向上を図る。 

（２）人員に関する指標 

常勤職員について，その職務能力を向上させるとともに，中期目標

期間中に全体として効率化を図りつつ，常勤職員の抑制を図るととも

に，事務の電子化，アウトソーシング等により事務の合理化を進め，

事務職員を削減する。 

 

３ 積立金の使途 

前期中期目標期間の繰越積立金（目的積立金相当部分）については，

以下の事業の財源に充てる。 

（１）学生寄宿舎の生活環境整備事業 

（２）女子学生確保に資するための校舎整備事業 

（参考１） 

ア 期初の常勤職員数6,573 人 

イ 期末の常勤職員数の見込み6,573 人以内 

期末の常勤職員数については見込みであり，今後，機構の新体制にお

いて，国立高等専門学校の教育水準の維持向上を図りつつ，業務運営

の効率化を推進する観点から人員の適正配置に関する目標を検討し，

これを策定次第明示する。 

（参考２） 

中期目標期間中の人件費総額見込み234,700 百万円，ただし，上記の

額は，役員報酬並びに職員基本給，職員諸手当，超過勤務手当に相当

する範囲の費用である。 

 

である。事務部門職員に対する SD などによる事務職員の育成と技術

スタッフの充実を図る。また，独立行政法人国立高等専門学校機構の

スケールメリットを活かした事務の効率化をさらに進める。 
 

３．施設・設備の更新及び高度化 
（１）実践的・創造的技術者を育成するために，施設・設備の整備を

行い，基盤的設備の整備のみならず，先端的な設備の充実を図る。 
（２）平成２０年度からの校舎改修により４０年以上経過した施設の

改修を行っているが，その他の２５年以上経過した施設の改修・

整備を図る。 
 

４．外部評価の受審 
有識者などによる外部評価を毎年実施する。さらに，日本技術者教

育機構(JABEE)への受審を行い，工学教育に適合した高等教育機関で

あることを社会に示すと同時に，受審の準備を行うことにより，学校

全体の教育研究体制の点検を行い，教育研究の質の維持向上を図る。

また，次期における，高等専門学校機関別認証評価受審に向けて準備

を行う。 

 
 

 




